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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改   正   後 改   正   前 
一 ～ 六 （ 略 ） 一 ～ 六 （ 略 ） 

（ 削 る ） 六 の 二 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 の 注 ９ の ２ の こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚

生 労 働 大 臣 が 定 め る 者 

居 宅 介 護 従 業 者 基 準 第 一 条 第 三 号 、 第 八 号 、 第 十 三 号 又 は 第 十

八 号 に 掲 げ る 者 

七 ～ 十 の 二 （ 略 ） 七 ～ 十 の 二 （ 略 ） 

十 一 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ４ の １ の 行 動 援 護 サ ー ビ ス 費 の 注 ３

本 文 の こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 者 

居 宅 介 護 従 業 者 基 準 第 一 条 第 七 号 、 第 十 二 号 又 は 第 十 七 号 に 掲

げ る 者 で あ っ て 、 知 的 障 害 者 、 知 的 障 害 児 又 は 精 神 障 害 者 の 福 祉

に 関 す る 事 業 （ 直 接 処 遇 に 限 る 。 ） に 一 年 以 上 従 事 し た 経 験 を 有

す る も の （ 令 和 九 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 は 、 令 和 三 年 三 月 三 十

一 日 に お い て 居 宅 介 護 従 業 者 基 準 第 一 条 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で 、

第 八 号 、 第 十 三 号 又 は 第 十 九 号 に 掲 げ る 者 （ 都 道 府 県 知 事 か ら 居

宅 介 護 従 業 者 基 準 第 二 条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 介 護 保 険 法

施 行 規 則 第 二 十 二 条 の 二 十 三 第 二 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 大 臣 が 定

め る 基 準 （ 平 成 二 十 四 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 七 十 一 号 ） 別 表 に 定 め

る 内 容 に 相 当 す る も の 以 上 の 知 識 及 び 技 術 を 有 す る と 認 め る 旨 の

証 明 書 の 交 付 を 受 け て い た 者 に 限 る 。 ） で あ っ て 、 知 的 障 害 者 、

知 的 障 害 児 又 は 精 神 障 害 者 の 福 祉 に 関 す る 事 業 （ 直 接 処 遇 に 限 る

。 ） に 二 年 以 上 従 事 し た 経 験 を 有 す る も の を 含 む 。 ） 
十 一 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ４ の １ の 行 動 援 護 サ ー ビ ス 費 の 注 ３

本 文 の こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 者 

居 宅 介 護 従 業 者 基 準 第 一 条 第 七 号 、 第 十 二 号 又 は 第 十 七 号 に 掲

げ る 者 で あ っ て 、 知 的 障 害 者 、 知 的 障 害 児 又 は 精 神 障 害 者 の 福 祉

に 関 す る 事 業 （ 直 接 処 遇 に 限 る 。 ） に 一 年 以 上 従 事 し た 経 験 を 有

す る も の （ 令 和 六 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 は 、 令 和 三 年 三 月 三 十

一 日 に お い て 居 宅 介 護 従 業 者 基 準 第 一 条 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で 、

第 八 号 、 第 十 三 号 又 は 第 十 九 号 に 掲 げ る 者 （ 都 道 府 県 知 事 か ら 居

宅 介 護 従 業 者 基 準 第 二 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ た 介 護 保 険 法

施 行 規 則 第 二 十 二 条 の 二 十 三 第 二 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 大 臣 が 定

め る 基 準 （ 平 成 二 十 四 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 七 十 一 号 ） 別 表 に 定 め

る 内 容 に 相 当 す る も の 以 上 の 知 識 及 び 技 術 を 有 す る と 認 め る 旨 の

証 明 書 の 交 付 を 受 け て い た 者 に 限 る 。 ） で あ っ て 、 知 的 障 害 者 、

知 的 障 害 児 又 は 精 神 障 害 者 の 福 祉 に 関 す る 事 業 （ 直 接 処 遇 に 限 る

。 ） に 二 年 以 上 従 事 し た 経 験 を 有 す る も の を 含 む 。 ） 

（ 削 る ） 十 二 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ６ の ７ の ２ の 注 ３ の 厚 生 労 働 大 臣 が

定 め る 者 
強 度 行 動 障 害 支 援 者 養 成 研 修 （ 基 礎 研 修 ） （ 居 宅 介 護 従 業 者 基

準 別 表 第 五 に 定 め る 内 容 以 上 の 研 修 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 課 程

を 修 了 し 、 当 該 研 修 の 事 業 を 行 っ た 者 か ら 当 該 研 修 の 課 程 を 修 了

し た 旨 の 証 明 書 の 交 付 を 受 け た 者 

十 二 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ７ の ３ の 注 ２ 及 び 注 ５ の こ ど も 家 庭 十 三 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ７ の ３ の 注 ２ の こ ど も 家 庭 庁 長 官 及



庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 者 

強 度 行 動 障 害 支 援 者 養 成 研 修 （ 基 礎 研 修 ） （ 居 宅 介 護 従 業 者 基

準 別 表 第 五 に 定 め る 内 容 以 上 の 研 修 を い う 。 ） の 課 程 を 修 了 し 、

当 該 研 修 の 事 業 を 行 っ た 者 か ら 当 該 研 修 の 課 程 を 修 了 し た 旨 の 証

明 書 の 交 付 を 受 け た 者 

び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 者 

強 度 行 動 障 害 支 援 者 養 成 研 修 （ 基 礎 研 修 ） の 課 程 を 修 了 し 、 当

該 研 修 の 事 業 を 行 っ た 者 か ら 当 該 研 修 の 課 程 を 修 了 し た 旨 の 証 明

書 の 交 付 を 受 け た 者 
十 三 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ８ の ２ の こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生

労 働 大 臣 が 定 め る 者 

次 の イ か ら ニ ま で に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 の イ か ら ニ

ま で に 掲 げ る 者 

イ 指 定 重 度 障 害 者 等 包 括 支 援 と し て 提 供 す る 居 宅 介 護 居 宅 介

護 従 業 者 基 準 第 一 条 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で 、 第 八 号 、 第 十 三 号

又 は 第 十 八 号 に 掲 げ る 者 

ロ 指 定 重 度 障 害 者 等 包 括 支 援 と し て 提 供 す る 重 度 訪 問 介 護 居

宅 介 護 従 業 者 基 準 第 一 条 第 一 号 か ら 第 五 号 ま で 、 第 七 号 か ら 第

十 号 ま で 、 第 十 二 号 か ら 第 十 五 号 ま で 又 は 第 十 七 号 か ら 第 十 九

号 ま で に 掲 げ る 者 

ハ 指 定 重 度 障 害 者 等 包 括 支 援 と し て 提 供 す る 同 行 援 護 次 の い

ず れ か に 該 当 す る 者 

⑴ 居 宅 介 護 従 業 者 基 準 第 一 条 第 六 号 に 掲 げ る 者 （ 居 宅 介 護 従

業 者 基 準 別 表 第 六 に 規 定 す る 課 程 を 修 了 し た 者 に 限 る 。 ） 又

は 同 条 第 十 一 号 若 し く は 第 十 六 号 に 掲 げ る 者 

⑵ 居 宅 介 護 従 業 者 基 準 第 一 条 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で 、 第 八 号

、 第 十 三 号 若 し く は 第 十 八 号 に 掲 げ る 者 、 第 二 十 号 に 掲 げ る

者 （ 視 覚 障 害 者 外 出 介 護 従 業 者 養 成 研 修 の 課 程 に 相 当 す る も

の と し て 都 道 府 県 知 事 が 認 め る 研 修 の 課 程 を 修 了 し 、 当 該 研

修 の 事 業 を 行 っ た 者 か ら 当 該 研 修 の 課 程 を 修 了 し た 旨 の 証 明

書 の 交 付 を 受 け た 者 に 限 る 。 ） 、 第 二 十 一 号 に 掲 げ る 者 （ 視

覚 障 害 者 外 出 介 護 従 業 者 養 成 研 修 又 は 視 覚 障 害 者 外 出 介 護 従

業 者 養 成 研 修 の 課 程 に 相 当 す る も の と し て 都 道 府 県 知 事 が 認

め る 研 修 の 課 程 を 修 了 し 、 当 該 研 修 の 事 業 を 行 っ た 者 か ら 当

該 研 修 の 課 程 を 修 了 し た 旨 の 証 明 書 の 交 付 を 受 け た 者 に 限 る

（ 新 設 ） 



。 ） 又 は 第 二 十 二 号 に 掲 げ る 者 （ 平 成 十 八 年 九 月 三 十 日 に お

い て 視 覚 障 害 者 外 出 介 護 従 業 者 養 成 研 修 又 は 視 覚 障 害 者 外 出

介 護 従 業 者 養 成 研 修 の 課 程 に 相 当 す る も の と し て 都 道 府 県 知

事 が 認 め る 研 修 を 受 講 中 の 者 で あ っ て 、 平 成 十 八 年 十 月 一 日

以 降 に 当 該 研 修 の 課 程 を 修 了 し 、 当 該 研 修 の 事 業 を 行 っ た 者

か ら 当 該 研 修 の 課 程 を 修 了 し た 旨 の 証 明 書 の 交 付 を 受 け た も

の に 限 る 。 ） で あ っ て 、 視 覚 障 害 を 有 す る 身 体 障 害 者 又 は 障

害 児 の 福 祉 に 関 す る 事 業 （ 直 接 処 遇 に 限 る 。 ） に 一 年 以 上 従

事 し た 経 験 を 有 す る も の 

⑶ 厚 生 労 働 省 組 織 規 則 第 六 百 二 十 五 条 に 規 定 す る 国 立 障 害 者

リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン セ ン タ ー の 学 院 に 置 か れ る 視 覚 障 害 学 科

（ 国 立 障 害 者 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン セ ン タ ー 学 院 養 成 訓 練 規 程

第 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 視 覚 障 害 学 科 を い う 。 ） の 教 科 を 修

了 し た 者 又 は こ れ に 準 ず る 視 覚 障 害 者 の 生 活 訓 練 を 専 門 と す

る 技 術 者 の 養 成 を 行 う 研 修 を 修 了 し た 者 

ニ 指 定 重 度 障 害 者 等 包 括 支 援 と し て 提 供 す る 行 動 援 護 居 宅 介

護 従 業 者 基 準 第 一 条 第 七 号 、 第 十 二 号 又 は 第 十 七 号 に 掲 げ る 者

で あ っ て 、 知 的 障 害 者 、 知 的 障 害 児 又 は 精 神 障 害 者 の 福 祉 に 関

す る 事 業 （ 直 接 処 遇 に 限 る 。 ） に 一 年 以 上 従 事 し た 経 験 を 有 す

る も の （ 令 和 九 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 は 、 令 和 三 年 三 月 三 十

一 日 に お い て 居 宅 介 護 従 業 者 基 準 第 一 条 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で

、 第 八 号 若 し く は 第 十 三 号 に 掲 げ る 者 又 は 第 十 九 号 に 掲 げ る 者

（ 都 道 府 県 知 事 か ら 居 宅 介 護 従 業 者 基 準 第 二 条 に お い て 読 み 替

え て 準 用 す る 介 護 保 険 法 施 行 規 則 第 二 十 二 条 の 二 十 三 第 二 項 に

規 定 す る 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 別 表 に 定 め る 内 容 に 相 当 す

る も の 以 上 の 知 識 及 び 技 術 を 有 す る と 認 め る 旨 の 証 明 書 の 交 付

を 受 け て い た 者 に 限 る 。 ） で あ っ て 、 知 的 障 害 者 、 知 的 障 害 児

又 は 精 神 障 害 者 の 福 祉 に 関 す る 事 業 （ 直 接 処 遇 に 限 る 。 ） に 二

年 以 上 従 事 し た 経 験 を 有 す る も の を 含 む 。 ） 

（ 削 る ） 十 四 介 護 給 付 費 等 単 位 数 表 第 ９ の ３ の 注 ４ の 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め

る 者 



強 度 行 動 障 害 支 援 者 養 成 研 修 （ 基 礎 研 修 ） の 課 程 を 修 了 し 、 当

該 研 修 の 事 業 を 行 っ た 者 か ら 当 該 研 修 の 課 程 を 修 了 し た 旨 の 証 明

書 の 交 付 を 受 け た 者 
十 四 こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 並 び に 厚 生

労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 （ 平 成 十 八 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 五 百 四 十 三

号 ） 第 十 三 号 ⑺ の こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 者 

強 度 行 動 障 害 を 有 す る 障 害 者 等 の 特 性 の 理 解 に 基 づ き 、 障 害 福

祉 サ ー ビ ス 事 業 を 行 う 事 業 所 又 は 障 害 者 支 援 施 設 に お け る 環 境 調

整 、 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 支 援 並 び に 当 該 障 害 者 等 へ の 支 援 に 従

事 す る 者 に 対 す る 適 切 な 助 言 及 び 指 導 を 行 う た め の 知 識 及 び 技 術

を 習 得 す る こ と を 目 的 と し て 行 わ れ る 研 修 で あ っ て 、 別 表 に 定 め

る 内 容 以 上 の も の （ 次 号 に お い て 「 中 核 的 人 材 養 成 研 修 」 と い う

。 ） を 修 了 し た 者 

（ 新 設 ） 
十 五 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 施 設 基 準 並 び に こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び

厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 施 設 基 準 （ 平 成 十 八 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 五

百 五 十 一 号 ） 第 七 号 ヘ の こ ど も 家 庭 庁 長 官 及 び 厚 生 労 働 大 臣 が 定

め る 者 並 び に 同 告 示 第 六 号 ト 、 第 九 号 ハ 及 び 第 十 六 号 ホ の 厚 生 労

働 大 臣 が 定 め る 者 

中 核 的 人 材 養 成 研 修 の 課 程 を 修 了 し 、 当 該 研 修 の 事 業 を 行 っ た

者 か ら 当 該 研 修 の 課 程 を 修 了 し た 旨 の 証 明 書 の 交 付 を 受 け た 者 

（ 新 設 ） 

  

別 表 （ 第 十 四 号 及 び 第 十 五 号 関 係 ） （ 新 設 ） 

区 分 科  目 時 間 数 備 考 

講 義 強 度 行 動 障 害 を 有 す る 者 に

対 す る 標 準 的 な 支 援 に 関 す

る 講 義 

環 境 調 整 に 向 け た ア セ ス メ

ン ト （ 以 下 単 に 「 ア セ ス メ

ン ト 」 と い う 。 ） に 係 る

シ ー ト 等 の 使 用 方 法 に 関 す

る 講 義 

一 ・ 五  

講 義 ・ チ ー ム 支 援 及 び 管 理 者 の 役 二 ・ 五  

 



演 習 割 に 関 す る 講 義 

事 業 所 に お け る ア セ ス メ ン

ト の 実 施 状 況 の 振 り 返 り に

関 す る 演 習 

講 義 ・

演 習 

環 境 調 整 の プ ロ セ ス に 関 す

る 講 義 

ア セ ス メ ン ト に 関 す る 演 習 

二 ・ 五  
講 義 ・

演 習 
環 境 調 整 に 係 る 計 画 の 策 定

に 関 す る 講 義 
環 境 調 整 に 係 る 計 画 の 策 定

に 関 す る 演 習 

二 ・ 五  

講 義 ・

演 習 

環 境 調 整 の 実 践 の 振 り 返 り

に 関 す る 演 習 

環 境 調 整 に 係 る 課 題 の 設 定

及 び そ の 改 善 に 関 す る 講 義 

二 ・ 五  

講 義 ・

演 習 

機 能 的 ア セ ス メ ン ト （ 強 度

行 動 障 害 を 有 す る 者 の 行 動

の 要 因 に 係 る ア セ ス メ ン ト

を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 関

す る 講 義 

機 能 的 ア セ ス メ ン ト を 踏 ま

え た 個 別 支 援 計 画 の 作 成 に

関 す る 演 習 

生 活 の 質 の 向 上 に 向 け た 支

援 に 関 す る 講 義 

二 ・ 五  

演 習 強 度 行 動 障 害 を 有 す る 者 に

対 す る 標 準 的 な 支 援 に 係 る

チ ー ム 支 援 の 実 践 の 振 り 返

り に 関 す る 演 習 

三  

合          計 一 七  
 

  


